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件 名 
  東大和市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
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１．要 旨 

（１）改正理由 

時間外勤務手当等の集計方法を、東京都や他自治体に倣い、端数処理方法を変更するた

め、規則の一部を改正する。 

 

（２）主な改正内容 

月単位の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間数の総計に１時間

未満の端数がある場合、手当の種類及び支給割合の区分ごとに、３０分以上は切り上げ、

３０分未満は切り捨てることとする。 

 

（３）施行日  

令和８年４月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   総務課による事前審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議における審議終了後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 決定 

  


